
野田市虐待防止条例の一部を改正す

る条例をここに公布する。 

 

令和８年３月２４日 

 

野田市長  鈴 木  有 

 

 



野田市条例第９号 

 

野田市虐待防止条例の一部を改正する条例 

 

野田市虐待防止条例（令和５年野田市条例第３４号）の一部を次のように改

正する。 

第２条第１４号を次のように改める。 

(14) こども家庭センター 児童福祉法第１０条の２第１項の規定により市

が設置する野田市こども家庭センターをいう。 

第２条中第１５号を削り、第１６号を第１５号とし、第１７号から第２８号

までを１号ずつ繰り上げる。 

第１９条第１項中「子ども家庭総合支援拠点及び子育て世代包括支援センタ

ー」を「こども家庭センター」に改める。 

附 則 

この条例は、令和８年４月１日から施行する。 


